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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第48期

第３四半期累計期間
第49期

第３四半期累計期間
第48期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 3,897,613 4,166,428 5,241,458

経常利益 (千円) 237,135 283,037 320,019

四半期(当期)純利益 （千円） 139,777 176,972 172,671

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 630,500 630,500 630,500

発行済株式総数 （株） 4,810,000 4,810,000 4,810,000

純資産額 （千円） 2,288,460 2,497,270 2,320,753

総資産額 （千円） 4,405,893 4,802,584 4,637,652

１株当たり四半期(当期)純利益金

額
（円） 29.73 38.01 36.81

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 12.00

自己資本比率 （％） 51.9 52.0 50.0

 

回次
第48期

第３四半期会計期間
第49期

第３四半期会計期間

会計期間
自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 9.09 14.22

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　 当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　 当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策を背景に輸出関連企業は回復

基調にありますが、一方で消費税増税に伴う個人消費の低迷や急激な円安に伴う原材料価格の高騰、原油価格下落

による海外景気の不安感など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

情報サービス産業においては、売上高が前年同期に比べ増加基調で推移しておりますが、技術者不足によるビ

ジネス失注など厳しい環境が続いており、同業者間の受注競争も一層激化しております。

このような状況の中、当社はパートナー企業の新規開拓及び連携強化による技術者確保、市場動向を睨んだ営

業力の強化など、売上拡大と利益率向上に努めてまいりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、特に金融システム関連の受注が堅調に推移し、売上高4,166百万

円（前年同期比6.9％増）、営業利益272百万円（前年同期比17.6％増）、経常利益283百万円（前年同期比19.4％

増）、四半期純利益176百万円（前年同期比26.6%増）となりました。

 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。

第１四半期会計期間より、従来の「入力データ作成事業」から「ＢＰＯエントリー事業」へとセグメントの名

称を変更しております。なお、セグメント名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。

 

① ソフトウェア開発事業

ソフトウェア開発事業は受注が堅調に推移し、売上高4,084百万円（前年同期比7.0％増）、売上総利益546

百万円（前年同期比10.7％増）となりました。

 

② ＢＰＯエントリー事業

ＢＰＯエントリー事業（業務代行サービス）は、売上高82百万円（前年同期比2.2％増）、売上総損失0百万

円（前年同期は売上総利益2百万円）となりました。

 

(2）財政状態の状況

（流動資産）

当第３四半期会計期間末における流動資産は3,803百万円（前事業年度末比157百万円増加）となりました。主

な要因は現金及び預金が増加したことによります。

 

（固定資産）

当第３四半期会計期間末における固定資産は999百万円（同7百万円増加）となりました。主な要因は投資その

他の資産が13百万円増加したものの、無形固定資産が4百万円減少したことによります。

 

その結果、当第３四半期会計期間末における資産合計は4,802百万円（同164百万円増加）となりました。
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（流動負債）

当第３四半期会計期間末における流動負債は705百万円（同7百万円減少）となりました。主な要因は買掛金が

47百万円、その他が155百万円増加したものの、未払法人税等が144百万円、賞与引当金が66百万円減少したこと

によります。

 

（固定負債）

当第３四半期会計期間末における固定負債は1,599百万円（同3百万円減少）となりました。これは退職給付引

当金が減少したことによります。

 

その結果、当第３四半期会計期間末における負債合計は2,305百万円（同11百万円減少）となりました。

 

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産合計は2,497百万円（同176百万円増加）となりました。主な要因は四

半期純利益176百万円、退職給付債務及び勤務費用の計算方法等の変更に伴う利益剰余金の増加45百万円、配当金

の支払55百万円による利益剰余金の減少であります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 18,000,000

計 18,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,810,000 4,810,000

　　東京証券取引所

　　ＪＡＳＤＡＱ

　（スタンダード）

単元株式数

100株

計 4,810,000 4,810,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数(株)

発行済株式総数
残高(株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金　
増減額(千円)

資本準備
金　残高(千
円)

 

平成26年10月１日～

平成26年12月31日

 

－ 4,810,000 － 630,500 － 553,700

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成26年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － 　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　－

議決権制限株式（自己株式等） － 　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　－

議決権制限株式（その他） － － 　　　　　　　　　－

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     153,800 　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－

完全議決権株式（その他） 普通株式   4,655,600 46,556 　　　　　　　　　－

単元未満株式 普通株式         600 　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　－

発行済株式総数 4,810,000 　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－

総株主の議決権 － 46,556 　　　　　　　　－

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式63株が含まれております。

②【自己株式等】

平成26年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社 昭和システム

エンジニアリング

東京都中央区日本橋　　

小伝馬町15番18号
153,800 － 153,800 3.19

計 － 153,800 － 153,800 3.19

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成26年10月１日から平成26

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、監査法人大手門会計事務所による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,868,412 2,990,560

受取手形 6,772 1,076

売掛金 642,379 671,163

仕掛品 8,009 59,302

その他 120,777 81,375

流動資産合計 3,646,350 3,803,478

固定資産   

有形固定資産 141,933 140,498

無形固定資産 14,539 10,051

投資その他の資産   

繰延税金資産 551,470 544,334

その他 359,916 380,779

貸倒引当金 △76,560 △76,560

投資その他の資産合計 834,827 848,554

固定資産合計 991,301 999,105

資産合計 4,637,652 4,802,584

負債の部   

流動負債   

買掛金 169,126 216,794

短期借入金 10,000 10,000

未払法人税等 150,803 6,374

賞与引当金 230,002 163,505

その他 153,780 309,184

流動負債合計 713,712 705,858

固定負債   

役員退職慰労未払金 60,973 60,973

退職給付引当金 1,542,212 1,538,481

固定負債合計 1,603,185 1,599,454

負債合計 2,316,898 2,305,313

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,500 630,500

資本剰余金 553,700 553,700

利益剰余金 1,368,606 1,535,129

自己株式 △61,126 △61,126

株主資本合計 2,491,679 2,658,202

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,453 18,446

土地再評価差額金 △179,378 △179,378

評価・換算差額等合計 △170,925 △160,931

純資産合計 2,320,753 2,497,270

負債純資産合計 4,637,652 4,802,584

 

EDINET提出書類

株式会社　昭和システムエンジニアリング(E05075)

四半期報告書

 8/13



（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 3,897,613 4,166,428

売上原価 3,400,924 3,620,329

売上総利益 496,689 546,098

販売費及び一般管理費 265,300 273,905

営業利益 231,388 272,193

営業外収益   

受取利息 1,203 969

受取配当金 2,175 2,554

受取家賃 1,305 1,305

受取手数料 643 696

助成金収入 570 4,079

雑収入 263 1,334

営業外収益合計 6,160 10,938

営業外費用   

支払利息 27 47

固定資産除却損 17 47

自己株式取得費用 368 -

営業外費用合計 413 94

経常利益 237,135 283,037

税引前四半期純利益 237,135 283,037

法人税、住民税及び事業税 85,711 91,903

法人税等調整額 11,647 14,161

法人税等合計 97,358 106,065

四半期純利益 139,777 176,972
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に基づき第１

四半期会計期間より適用しております。この適用により退職給付債務及び勤務費用の計算方法について、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の変更等も行っておりま

す。

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額は、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱い

に従って、当第３四半期累計期間の期首において利益剰余金に加減しております。

この結果、当第３四半期累計期間の期首の退職給付引当金が70,976千円減少し、利益剰余金が45,424千円増加し

ております。なお、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響は軽微でありま

す。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

減価償却費 17,797千円 9,683千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日

定時株主総会
普通株式 48,062 10 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月20日

定時株主総会
普通株式 55,873 12 平成26年３月31日 平成26年６月23日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

   （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 ソフトウエア開発事業 ＢＰＯエントリー事業

売上高 3,817,232 80,381 3,897,613

セグメント利益 493,807 2,882 496,689

（注）セグメント利益の合計は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 ソフトウエア開発事業 ＢＰＯエントリー事業

売上高 4,084,286 82,142 4,166,428

セグメント利益又はセグメント

損失（△）
546,676 △578 546,098

（注）１.セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計は、四半期損益計算書の売上総利益と一致してお

ります。

２.第１四半期会計期間より、従来の「入力データ作成事業」から「ＢＰＯエントリー事業」へとセグ

メントの名称を変更しております。なお、セグメント名称変更によるセグメント情報に与える影響

はありません。

また、前第３四半期累計期間のセグメントの名称は、当第３四半期累計期間のセグメントの名称に

基づき作成したものを開示しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 29円73銭 38円01銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 139,777 176,972

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 139,777 176,972

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,701 4,656

　（注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年２月10日

株式会社昭和システムエンジニアリング

取締役会　御中

 

監査法人大手門会計事務所
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 植木　暢茂　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 武川　博一　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社昭和シ

ステムエンジニアリングの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第49期事業年度の第３四半期会計期間（平成26

年10月１日から平成26年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る

四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社昭和システムエンジニアリングの平成26年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点に

おいて認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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